
○野田市児童福祉審議会条例  

昭和５２年４月１日 

野田市条例第１１号 

注 平成１８年９月から改正経過を注記した。  

改正 平成１２年３月３１日条例第１１号  

平成１８年９月２９日条例第３３号  

平成２４年７月１３日条例第１８号  

平成２５年６月２８日条例第３３号  

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定

に基づき、野田市児童福祉審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

（所掌事務） 

第２条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。  

（１） 市長の諮問に応じ、児童の福祉に関する事項について調査審議し、

答申すること。 

（２） 市長の諮問に応じ、野田市エンゼルプランの策定及び見直しに関す

る事項について調査審議し、答申すること。  

（３） 児童の福祉に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べる

こと。 

（４） 野田市エンゼルプランの推進に関する事項について調査審議し、市

長に意見を述べること。  

（５） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項

各号に掲げる事務を処理すること。  

（平２５条例３３・全改）  

（組織） 

第３条 審議会は、委員２０人以内で組織する。  

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

（１） 児童委員  

（２） 児童福祉関係団体の代表者  

（３） 学識経験者 

（４） 公募に応じた市民  

（５） その他市長が必要と認めた者  

（平１８条例３３・平２４条例１８・一部改正）  

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によって定める。  

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  

（平２４条例１８・一部改正）  

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  



２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。  

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。  

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決す

る。 

（その他） 

第７条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（他の条例の改正） 

２ 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例（昭和２６年野田市

条例第１６号）の一部を次のように改正する。  

第１条中第３４号を第３５号とし、第３３号の次に次の１号を加える。  

(３４) 野田市児童福祉審議会委員  

附 則（平成１２年３月３１日野田市条例第１１号）  

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 改正後の野田市児童福祉審議会条例第３条第２項の規定により、平成１３

年５月９日までの間に委嘱された同項第３号及び第４号の委員の任期は、同

日までとする。 

附 則（平成１８年９月２９日野田市条例第３３号抄）  

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。  

（任期の特例） 

３ この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市児童福祉審議会の委員の任

期は、第６条の規定による改正後の野田市児童福祉審議会条例第５条第１項

の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日

までとする。 

附 則（平成２４年７月１３日野田市条例第１８号抄）  

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年８月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。  

（１）から（５）まで 略 

（６） 第８条の規定 平成２５年５月１０日  

附 則（平成２５年６月２８日野田市条例第３３号）  

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。  



 


